
 
 
 

令和2年度指定居宅介護支援事業所集団指導（第２回） 

令和３年３月 26日（金） 
午前９時 30分～ 資料 2 

    

 

 

 

 

（２）令和３年度運営基準・介護報酬改定における留意事項について 

    ①介護給付費算定に係る体制等の届出について 

    ②提出書類の簡素化について 

    ③重要事項説明書等の対応について 

    ④利用者への説明・同意等について 

    ⑤管理者確保のための計画書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南部町 健康福祉課 
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① 介護給付費算定に係る体制等の届出について 

 新たに加算を取得する場合及び取得している加算を取り下げる場合は、介護給付費算定に係る体制等に関

する届出が必要です。(変更がない場合は届出の必要はありません。) 

 

 届出日と加算適用時期                                              

  ●毎月 15日以前に届出 ⇒ 翌月から算定  

 ●毎月 16日以降に届出 ⇒ 翌々月から算定 

 ※取下げの場合は事実発生日が適用年月日となりますので、速やかに提出願います。 

 

 提出書類について                                                  

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) 

③添付書類等が必要な届出について 

加算の名称 添付書類 

情報通信機器等の活用体制 ○情報通信機器等の活用等の体制等に係る届出書(別紙 10-5) 

特別地域加算 南部町は厚生労働大臣が定める地域外のため該当なし 

中山間地域等に 

おける小規模事業所 

(地域に関する状況) 

地域 
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の実

施地域を超えて指定居宅介護支援を行った場合 

規模 
厚生労働大臣が定める地域に所在し、１月当たり実利用者数が 20人

以下である場合 

特定事業所加算 

(Ⅰ)①～⑤ 

(Ⅱ)及び(Ⅲ)①～④、⑥～⑮ 

○特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)、特定事業所医療連携加算・ターミナル

ケアマネジメント加算に係る届出書(別紙 10-3) 

※各要件を満たす場合の根拠資料(例)を添付 

①主任介護支援専門員研修修了書写し 

②勤務形態一覧表 ※加算算定月のもの 

 ・介護支援専門員証写し(全員分) 

③伝達等会議の議事録 (過去１月分)又は伝達等会議の開催計画 

④24時間連絡体制に関する資料 

⑤前 3 ヶ月の全利用者と要介護 3～5 の方の内訳が分かる資料 

⑥事業所の介護支援専門員について個別具体的な研修計画、研修実

施の結果 

⑦支援困難事例にも対応可能であることを確認できる資料(具体的な対

応や受入体制を示した書類、実際に取り扱った事例の記録など) 

⑧地域包括支援センター等が実施する事例検討会等の出席記録、復

命書等 

⑨報酬請求状況(運営基準減算が適用されていないことが確認できる書

類) 

⑩特定事業所集中減算が適用されていないことが確認できる書類(特定

事業所集中減算報告書等) 

⑪利用者数が事業所の介護支援専門員 1人あたり 40件未満であるこ

とが確認できる資料(居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は 45件未

満) 

⑫利用者への周知方法、周知するための資料(重要事項説明証等) 

⑬介護支援専門員実務研修に係る実習の受け入れ意思確認書の写し 
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※上記に以外にも確認のために書類等の提出を求めることがあります。 

 

 

 

⑭他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者との事例検討会等の

開催計画、会議の記録等 

⑮必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォ

ーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画の作

成を確認できる資料 

特定事業所加算Ａ 

④～⑤、⑪～⑫は他の事業所

との連携でも可 

○特定事業所加算(Ａ)に係る届出書(居宅介護支援事業所)(別紙

10-4) 

※各要件を満たす場合の根拠資料(例)を添付 

①主任介護支援専門員研修修了書の写し 

②勤務形態一覧表 ※加算算定月のもの 

 ・介護支援専門員証写し(全員分) 

③伝達等会議の議事録又は伝達等会議の開催計画 

④24時間連絡体制に関する資料 

⑤事業所の介護支援専門員について個別具体的な研修計画、研修実

施の結果 

⑥支援困難事例にも対応可能であることが確認できる資料(具体的な

対応や受入体制を示した資料、実際に取り扱った事例の記録など) 

⑦地域包括支援センター等が実施する事例検討会等の出席記録、復

命書等 

⑧報酬請求状況(運営基準減算が適用されていない事が確認できる書

類) 

⑨利用者数が事業所の介護支援専門員 1人あたり 40件未満(居宅

介護支援費Ⅱを算定している場合は 45件未満)であることが確認できる

資料 

⑩利用者への周知方法、周知するための資料(重要事項説明書等) 

⑪介護支援専門員実務研修にかかる実習の受入意思確認書の写し 

⑫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者との事例検討会等の

開催計画、会議の記録等 

⑬必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォ

ーマルサービス含む)が包括的に提供されるように居宅サービス計画の作

成を確認できる資料 

特定事業所医療介護連携体

制加算 

○特定事業所医療連携加算に係る届出書(別紙 10-3) 

①前々年度の3月から前年度2月までの間において、退院・退所加算の

算定に係る病院等との連携回数(情報の提供を受けた回数)の合計が

35回以上であることが確認できる資料 

②前々年度の 3月から前年度の 2月までの間にターミナルケアマネジメン

ト加算を 5回以上算定していることが確認できる資料 

ターミナルケアマネジメント加算 ○特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)、特定事業所医療連携加算・ターミナル

ケアマネジメント加算に係る届出書(別紙 10-3) 

①24時間連絡体制に関する資料 

②ターミナルケアマネジメント加算に係る同意書 
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 令和 3年度 4月適用分の対応について                                                       

令和 3年 4月適用分については、厚生労働省が示す期日は令和 3年 4月 1日となっていますが、

南部町への届出については下記のとおりとします。 

 

○令和 3年 4月 15日(木)までに提出した分は、令和 3年 4月 1日から算定可能 

   

② 提出書類の簡素化について 
 令和３年 4月１日から、下記のとおり提出書類の簡素化を図ります。 

 

 代表者印は不要                                                                   

・居宅介護支援事業所の指定・更新・変更に係る届出書及び添付書類(資格者証や契約書等の添付書類

への原本証明は不要。) 

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び添付書類 

・居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書 等 

 

 様式の変更                                                                      

  ・指定等に関する届出書は、国の様式に合わせて変更後に南部町ホームページへ掲載予定です。それまで

は、現在掲載中のものを使用してください。様式には(印)とありますが、押印は不要です。 

 

 提出方法の変更                                                                  

  ・これまで、持参また郵送による提出でしたが、メール(データはＰＤＦ化)でも可とします。 

 

 提出先                                                                          

 郵送の場合：〒039-0595 青森県南部町大字下名久井字白山 91-1 

                    南部町福祉介護課 介護保険班 (令和３年４月１日から) 

 介護保険班代表メール：kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp 

  

③ 重要事項説明書等の対応について  
 

介護事業所は、介護保険サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、運

営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービス提供の選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない

とされています。 

よって、このたびの令和３年度介護報酬改定等により、介護保険サービスの利用料の変更や加算の新設・

廃止等により、重要事項説明書等の内容が変更となる事業所については、利用者又はその家族に対し、改め

て説明を行い、同意を得ることが必要となります。 

 重要事項説明書の変更様式についての定めはありませんので、各事業所において適切な方法で説明と同意

の確認を行ってください。 

 

 対応の参考例                                                  

○令和３年度介護報酬改定による内容の変更を行った重要事項説明書を作成し、改めて利用者等に交付

して説明を行い、同意を得てください。 

○重要事項説明書中の料金表について別紙を作成し、改めて説明を行い、同意を得てください。 

 

 

mailto:kaigo@town.aomori-nanbu.lg.jp
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 料金を記載する上での留意点について                                   

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全サービスにおいて、令和３年４月から

同年９月までの間、基本報酬に 0.1%上乗せされます。利用者負担に影響があるため、当該評価を盛り込ん

だ料金表の作成が必要になります。しかしながら、対象期間が９月末までと短期間であることを鑑み、事業者の

負担軽減の観点から、下記の方法も可能とします。 

 

【対応の例】 

 今般の報酬改定による単位に基づいた料金表(10月から適用される金額による料金表)を作成の上、注意

書として「令和３年４月から９月までの間、基本報酬に 0.1％上乗せされます。」等を記載すること。(この例に

て、４月に利用者の同意を得た場合は、10月に改めて同意を得る必要はありません。) 

 

 

 【運営規程及び重要事項説明書を変更した事業所について】                     

 

 変更届出の提出について 

通常であれば、変更後 10日以内に変更届出書の提出が必要です。 

今回の令和３年度介護報酬改定等により変更が生じたものについては下記のとおりとします。 

 

○令和 3年 4月 15日(木)までに提出  

 

 運営規程等の掲示及びファイル等備え置きについて                            

運営に関する基準上、介護事業者は介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体

制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならないとされてい

ます。 

 よって、このたびの令和３年度介護報酬改定等に併せて、掲示物についても変更した内容のものを掲示して

ください。なお、掲示に係る見直しにより、閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等も可能になります。 

 

④ 利用者への説明・同意等について 
 内容及び手続きの説明及び同意ついては、解釈通知において「同意については、利用者及び事業者双方
の保護の立場から書面によって確認することが望ましい」、「利用者又は家族に説明を行うに当たっては、理解

が得られるよう、文書の交付に加えて口頭での説明を懇切丁寧に行うとともに、それを理解したことについて必

ず利用者から署名を得なければならない」とされています。 

ただし、「利用者及び家族等の利便性向上並びに業務負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行う

ことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意、承諾、締結その他これに類するものをいう。)

について、事前に利用者等の承諾を得た上で、電磁的方法によることができる」とされています。 

【電磁的方法の例】 

○電子メールによる利用者等の同意の意思表示 

⇒メールを送信したことをもって同意に替えることは認められない。 

○書面における署名又は記名・押印に替えて、電子署名を活用する 

 

※利用者等への説明を十分に行い、理解を得ることが前提です。 

「説明し理解を得た日時」「説明方法」「説明をした相手方」等を明確に記録する。 
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 利用サービスの割合説明の実施について(新)   令和３年４月～                             

 前 6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与の

各サービスの利用割合や各サービスの同一事業者によって提供されたものの割合について、利用者に説明を行

うとともに、それを理解したことについて必ず利用者から署名を得なればならないこととなりました。 

 

⑤ 管理者確保のための計画書について  
    令和 3 年 4月 1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護

支援専門員であることとされていますが、令和3年4月1日以降、不測の事態(急な退職や転居、本人の死亡、

長期療養などの健康上の問題の発生等)などのやむを得ない理由があり、町が認めた場合については、管理者を

介護支援専門員とすることが可能となりました。 

不測の事態となった場合には、「管理者確保のための計画書」を提出してください。 

  

○添付資料一覧 

 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式 3-2) 

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙 1) 

③情報通信機器等の活用等の体制等に係る届出書(別紙 10-5) 

④特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)、特定事業所医療連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書(別

紙 10-3) 

⑤特定事業所加算(A)に係る届出書(別紙 10-4) 

⑥特定事業所医療連携加算に係る届出書(別紙 10-3) 

⑦特定事業所加算算定に係る個別研修実績報告書 

⑧特定事業所加算算定に係る他法人との共同研修・事例検討会実績報告書 

⑨特定事業所加算算定に係る個別研修計画届出書 

⑩特定事業所加算算定に係る他法人との共同研修・事例検討会開催計画届出書 

⑪管理者確保のための計画書 

 



（別紙３－２）

令和 年 月 日
所在地
名　称

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

指定年
月日 年月日

 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了
 1新規　2変更　3終了

（指定を受けている場合）

備考1　「受付番号」欄には記載しないでください。
　　2　「法人である場合その種別」欄は、申請者が法人である場合に、「社会福祉法人」「医療法人」「社団法人」
　　　「財団法人」「株式会社」「有限会社」等の別を記入してください。
　　3　「法人所轄庁」欄、申請者が認可法人である場合に、その主務官庁の名称を記載してください。
　　4　「実施事業」欄は、該当する欄に「〇」を記入してください。
　　5　「異動等の区分」欄には、今回届出を行う事業所について該当する数字に「〇」を記入してください。
　　6　「異動項目」欄には、(別紙1－３)「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目（施設等の区分、

人員配置区分、その他該当する体制等、割引）を記載してください。
　　7　「特記事項」欄には、異動の状況について具体的に記載してください。
　　8　「主たる事業所の所在地以外の場所で一部実施する場合の出張所等の所在地」について、複数の出張所等を
　　　有する場合は、適宜欄を補正して、全ての出張所等の状況について記載してください。

受付番号

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
＜地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用＞＜居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用＞

　　南部町長　　殿

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

主たる事務所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号
法人である場合その種別 法人所轄庁
代表者の職・氏名 職名 氏名

代表者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

主たる事業所の所在地
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

電話番号 FAX番号
主たる事業所の所在地以外の場
所で一部実施する場合の出張所
等の所在地

　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

連 絡 先

連 絡 先 電話番号 FAX番号
管理者の氏名

夜間対応型訪問介護  1 有　　2 無届
出
を
行
う
事
業
所
の
状
況

同一所在地において行う
事業等の種類

実施
事業

異動等の区分
異動（予定） 異動項目

療養通所介護
地域密着型通所介護

管理者の住所
　(郵便番号　　―　　　)
　　　　　県　　　　郡市

市町村が定める単位の有無

(※変更の場合) (市町村記載)

 1 有　　2 無

認知症対応型通所介護  1 有　　2 無
小規模多機能型居宅介護  1 有　　2 無
認知症対応型共同生活介護  1 有　　2 無

 1 有　　2 無

 1 有　　2 無
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  1 有　　2 無
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  1 有　　2 無

介護予防認知症対応型通所介護  1 有　　2 無
 1 有　　2 無

地域密着型特定施設入居者生活介護

 1 有　　2 無
介護予防認知症対応型共同生活介護  1 有　　2 無

介護予防支援
地域密着型サービス事業所番号等

介護予防小規模多機能型居宅介護

指定を受けている市町村
介護保険事業所番号
既に指定等を受けている事業

関係書類 別添のとおり

医療機関コード等

特
記
事
項

変　更　前 変　更　後

居宅介護支援

地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
の
状
況

フリガナ
事業所・施設の名称

複合型サービス



（別紙１）

施設等の区分 人員配置区分

地域区分

情報通信機器等の活用等の体制

特別地域加算

中山間地域等における小規模事業所
加算（地域に関する状況）

中山間地域等における小規模事業所
加算（規模に関する状況）

特定事業所集中減算

特定事業所加算

特定事業所医療介護連携加算

ターミナルケアマネジメント加算

24　居宅介護支援のうち、「特定事業所加算」の加算Ⅰ、加算Ⅱ、加算Ⅲ、「特定事業所医療介護連携加算」及び「ターミナルケアマネジメント加算」については、「特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・
ターミナルケアマネジメント加算に係る届出書（居宅介護支援事業所）」（別紙10－３）を、「特定事業所加算（A）」については「特定事業所加算(A)に係る届出書（居宅介護支援事業所）」（別紙10－４）を添付してくださ
い。
また、「情報通信機器等の活用等の体制」については、「情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書」（別紙10－５）を添付してください。

１　なし　２　あり

１　非該当　２　該当

１　非該当　２　該当

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ　４　加算Ⅲ　５　加算Ａ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

43 居宅介護支援

１　なし　２　あり １　なし　２　あり

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（居宅介護支援）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

 1－1



（別紙10－５）

  １．情報通信機器（AI含む）の活用

(１) 活用の有無

有 ・ 無

(２) 具体的な活用方法・製品名

(３) 業務負担の軽減や効率化できる具体的な業務内容

  ２．事務職員の配置

(１) 配置の有無

有 ・ 無

(２) 配置状況

①　常勤　・　非常勤

②　１週間の勤務日数

③　１日あたりの勤務時間数

(３) 業務負担の軽減や効率化できる具体的な業務内容

日/週

時間/日

情報通信機器等の活用等の体制に係る届出書

事 業 所 名

異動等区分 　1　新規　2　変更　3　終了



（別紙10－４）

 特定事業所加算(A)に係る届出内容

(1)  　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置している。
(2)  　介護支援専門員の配置状況

 　常勤専従 人

 　非常勤 人

(3)  　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る

         伝達等を目的とした会議を定期的に開催している。

(4)  　24時間常時連絡できる体制を整備している。（連携可）   

(5)　  介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施している。（連携可）

(6)  　地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、

　      当該ケースを受託する体制を整備している。

(7)  　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。

(8)  　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用の有無

(9)  　介護支援専門員1人当たり（常勤換算方法による）の担当件数について

　①居宅介護支援費(Ⅰ)を算定している場合　40件以上の有無

　②居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合　45件以上の有無

(10)　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの

　　　基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制の確保の有無（連携可）

(11)　他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で

　　　事例検討会、研修会等を実施している。（連携可）

(12)　必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を

　　　支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を

　　　作成している

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
　提出してください。

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

介護支援専門員

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

異　動　等　区　分 　1　新規　　　2　変更　　　3　終了

有 ・ 無

介護支援専門員

令和 　　年 　　月 　　日

特定事業所加算(A)に係る届出書（居宅介護支援事業所）

事　  業 　 所　  名

連 携 先 事 業 所 名



（別紙10－３）

１．特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)に係る届出内容

届出項目が「1 特定事業所加算(Ⅰ)」の場合は(1)を、「2 特定事業所加算(Ⅱ)」及び
「３特定事業所加算（Ⅲ）」の場合は（2）を記載すること。

(1)  　常勤かつ専従の主任介護支援専門員２名を配置している。
(2)  　常勤かつ専従の主任介護支援専門員を配置している。
(3)  　介護支援専門員の配置状況

 　常勤専従 人

(4)  　利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等
         を目的とした会議を定期的に開催している。
(5)  　24時間常時連絡できる体制を整備している。   
(6)  　利用者の総数のうち、要介護３、要介護４又は要介護５である者の占める
　      割合が４０％以上
(7)　  介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施している。
(8)  　地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該
　      ケースを受託する体制を整備している。
(9)  　地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。
(10)　運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用の有無
(11)　介護支援専門員1人当たり（常勤換算方法による）の担当件数について

　①居宅介護支援費(Ⅰ)を算定している場合　40件以上の有無
　②居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合　45件以上の有無

(12)　介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関
　　　する実習」等に協力又は協力体制の確保の有無
(13)　他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会
　　　等を実施している。
(14)　必要に応じて、多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を
　　　支援するサービスが包括的に提供されるような居宅サービス計画を
　　　作成している

２．特定事業所医療介護連携加算に係る届出内容

(1) 　退院・退所加算の算定に係る病院又は診療所等との連携回数の合計が年間
　  　３５回以上である。
(2) 　ターミナルケアマネジメント加算を年間５回以上算定している。
(3) 　特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している。

※　各要件を満たす場合については、それぞれ根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も
　提出してください。

３．ターミナルケアマネジメント加算に係る届出内容

(1) 　ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24
　     時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援
     　を行うことができる体制を整備している。

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無
有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

届 　 出　 項　   目
　1　特定事業所加算(Ⅰ)　2　特定事業所加算(Ⅱ)　３　特定事業所加算(Ⅲ)
　4　特定事業所医療介護連携加算　　5　ターミナルケアマネジメント加算

有 ・ 無
有 ・ 無

介護支援専門員

令和 　　年 　　月 　　日

特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)・特定事業所医療介護連携加算・ターミナルケアマネジメント加算に係る届
出書（居宅介護支援事業所）

事　  業 　 所　  名

異　動　等　区　分 　1　新規　　　2　変更　　　3　終了



特定事業所加算算定に係る他法人との共同研修・事例検討会実績報告書（    年度） 

作成日   年  月  日 

事業所名  

管理者名                     

※１ 開催日毎の研修・事例検討会の資料は算定期間が完結してから５年間は保存すること 

開催日時 研修題名 共同開催法人名 研修内容 参加人数 備 考 

      

      

      

      

      

      



特定事業所加算算定に係る他法人との共同研修・事例検討会実績報告書（ 令和２年度 ） 

作成日 令和○年○月○日 

事業所名 A 事業所 

管理者名 南部太郎 

※１  開催日毎の研修・事例検討会の資料は算定期間が完結してから５年間は保存すること 

 

開催日時 研修題名 共同開催法人名 研修内容 参加人数 備 考 

R○.○.○ 入退院時における医療と

の連携について 

・○○法人（A 事業所） 

・株式会社（B 事業所） 

・○○法人（C 事業所） 

○○事業所の事例について下記の点について検討を行った。 

・医療機関からの情報収集の方法や退院後の生活課題について情報共有を

効果的に行う方法について 

・身元保証がない人に対する入院・入所支援について 

・在宅で生活するために有用な社会資源について 

３名 

（計○名） 

詳細は別添開催報告

書参照のこと 

R○.○.○ 服薬管理の困難な事例へ

の支援について 

・○○法人（A 事業所） 

・株式会社（B 事業所） 

・○○法人（C 事業所） 

○○事業所の事例について下記の点について検討を行った。 

・服薬管理が困難な事例における観察の視点について 

・ケースが利用できるサービス、支援するために有用な社会資源について 

・実際の対応で効果があった取組について 

２名 

（計○名） 

 

    

 

  

      

      

記入例 

A 事業所の参加人数 

（計○名）は共同研修・事例検討会参加総人数 



特定事業所加算算定に係る個別研修実績報告書（   年度） 

作成日  年 月 日 

 

事業所名  

管理者名               

名前 

（経験年数） 
個人目標 

研修内容 

 
目標達成度・感想 

  
内

部 

 

 

 

 

外

部 

 

  
内

部 

  

外

部 

 

  
内

部 

  

外

部 

 

※１ 実施した研修の資料は算定期間が完結してから５年間は保存すること 

 



特定事業所加算算定に係る個別研修実績報告書（ 令和２年度 ） 

作成日令和○年○月○日 

 

事業所名 A事業所 

管理者名 南部 太郎              

名前 

（経験年数） 
個人目標 

研修内容 

 
目標達成度・感想 

○○○○ 

（○年） 

主任介護支援専門

員として、困難事

例等に対する適切

な対応方法を他の

介護支援専門員に

指導・助言できる

ようになる。 

内

部 

事例検討会（事業所内）○年○月○日「身寄りのない事例」、○年○月○日

「在宅生活が困難になっている事例」、○年○月○日「必要な支援を拒否して

いる事例」 ※別紙①資料参照のこと 

介護支援専門員が抱える悩みや問題

を共有し、これまでの経験や知識を

通して、共に考え、介護支援専門員

自らの気づきを促すような指導・助

言を行うことができるようになっ

た。 

外

部 

○○○○研修 ○年○月○日 （○○協会主催） 

 「人材育成の課題や対応策について」 ※別紙②資料参照のこと 

 

○○○○ 

（○年） 

ターミナル期にお

ける在宅介護を支

えるため他職種連

携や社会資源につ

いて学ぶ。 

内

部 

事例検討会（事業所内）○年○月○日「在宅での看取りを希望している事

例」、○年○月○日「大腸がん治療を受けながら在宅で生活している事例」 

外部研修、事例検討会で他の介護支

援専門員の実際の支援について学び

を深めることができた。他職種が連

携の視点を忘れず、今後、ターミナ

ル期のケースを担当する際には学び

を活かしていきたい。 

外

部 

○○○○研修 ○年○月○日 （○○協会主催） 

「ターミナル期に入ったケースの支援にいて」 

  
内

部 

  

外

部 

 

※１ 実施した研修の資料は算定期間が完結してから５年間は保存すること 

 

き記入例 



特定事業所加算算定に係る他法人との共同研修・事例検討会開催計画届出書（  年度） 

作成日   年  月  日 

 

事業所名  

管理者名              印 

 

開催時期 研修題名 共同開催法人名 研修内容 

    

    

    

    

    

    

※１ 他法人が運営する居宅介護支援事業者と共同の事例検討会・研究会等の実施としてください。    

※２ 共同する他法人の事業所とお互いの事業所が抱える問題・課題をすりあわせて内容を決定してください。 

※３ 開催日ごとの研修資料・研修参加者名簿等は、算定期間が完結してから５年間は保存してください。 



特定事業所加算算定に係る個別研修計画届出書（   年度） 

作成日   年  月  日 

 

事業所名  

管理者名               

 

名前 

（経験年数） 
個人目標 

研修内容 

（個人目標を達成するために必要なもの） 
実施時期 

  
内

部 

  

外

部 

 

  
内

部 

  

外

部 

 

  
内

部 

  

外

部 

 

  
内

部 

  

外

部 

 

  
内

部 

  

外

部 
 

※１ 研修計画には、介護支援専門員について（１）個別具体的な研修の目標、（２）内容、（３）研修期間、

（４）実施時期等を定めなければなりません。 

※２ 管理者は、研修目標の達成状況について、適宜確認し、必要に応じて改善措置をとってください。 

※３ 実施した研修の資料は算定期間が完結してから５年間は保存してください。 



　　　１　主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由

※当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。

２　１．の理由が解消される見込み

※当該状況を把握できる書類を提出し、代替することも可。

年 月 日（法人名）

　　　　　　　　　　　　（代表者名）

事業所等情報

（フリガナ）

介護保険事業者番号

管理者確保のための計画書

別添

事業者・開設者名称

事業所等の名称

（フリガナ）

令和


